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資料１





新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①（外国人への支援）

［生活維持に係る支援］ ［事業継続に係る支援］

［就労維持に係る支援］

特別定額給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

住居確保給付金の対象範囲の拡大

○簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計に対する支援を実施。給付対象者１人につき10万円を支給
○対象者：住民基本台帳に記録されている者（中長期在留者等の外国人を含む。）

○児童手当（本則給付）を受給する世帯に対する支援。児童１人につき１万円を支給
○対象者：児童手当（本則給付）の令和２年４月分の対象となる児童（３月分の対象となる児童を含む。）（中長期

在留者等の外国人を含む。）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

持続化給付金

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等に係る固定資産税等の軽減措置

実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等に対する就労の維持
○解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
○在留資格「特定活動（就労可）」の付与、ニーズが高い他分野や特定技能への円滑な移行支援
○対象者：感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等

国税・地方税徴収の猶予制度の特例
○収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで１年間、徴収猶予できる特例を措置。令和２年２月
１日から令和３年１月31日までに納期限が到来する国税・地方税について適用

○対象者：感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等にかかる収入が前
年同期比概ね20％以上減少しており、一時に納税することが困難な者（中長期在留者等の外国人を含
む。）

○厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、事業用家屋及び設備等に係る固定
資産税及び都市計画税を事業収入減少の程度に応じてゼロ又は１／２とする税制措置

○対象者：令和２年２月～10月までの任意の連続する３か月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30％以上減少し
ている者（中長期在留者等の外国人を含む。）

高等教育修学支援

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、そ
の置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（中長期在留者等の外国人を含む。）

【緊急小口資金】
○緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小口の貸付（貸付上限額：20万円以内）
○対象：休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯（中長期在留者

等の外国人の世帯員がいる世帯を含む。）
【総合支援資金】
○生活の立て直しが必要な場合に継続して支援（２人以上世帯20万円以内。原則３か月以内）
○対象：低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

（中長期在留者等の外国人の世帯員がいる世帯を含む。）

○売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使え
る給付金を支給（法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等
○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）等の減免を行った市町村等への支援
○対象者：国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

個人向け緊急小口資金等の特例貸付

雇用調整助成金の特例措置の拡大
○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

○家計が急変した学生等に対する授業料減免や給付型・貸与型奨学金を通じた支援
○対象者：授業料等の支払いが困難である学生（外国人のうち、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の

配偶者等、定住者のうち永住する意思があると認められた者を含む。外国人留学生については、別途奨学
金制度を通じて支援）

○離職等や自己の責に帰さない理由等による就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った者又はそのおそれ
がある者に対し、所要の求職活動等を条件に住居確保給付金を支給

○対象者：離職・廃業後２年以内又は休業等により、収入が減少し、離職等と同程度の状況にある者で、給付要件を
満たす者（中長期在留者等の外国人を含む。）

令和２年６月１５日現在

［在留関係諸申請に係る取扱い］

申請受付期間・審査結果受領期間等の延長
【申請受付期間の延長】
○在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等の受付を在留期限から３か月後まで延長
○対象者：令和２年３月、４月、５月、６月又は７月中に在留期限を迎える在留外国人等
【審査結果受領期間の延長】
○在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の審査結果の受領（在留カードの交付等）期間を通常在留期限の
２か月から３か月間延長

○対象者：在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている中長期在留者
【在留資格認定証明書の有効期間の延長】
○在留資格認定証明書の有効期間を６か月間に延長

国民年金保険料の免除
○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民年金保険料の免除
○対象者：国民年金の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

帰国困難者等への対応
○感染症の影響による帰国困難者等につき、在留・就労等の継続を可能とする許可

公営住宅等の入居者等への柔軟な対応
○公営住宅について、事業主体に対し、既入居者に対する家賃支払いの猶予、家賃減免等の負担軽減措置や、入居希
望者に対する保証人の免除など、入居要件の弾力的取扱いなどの柔軟な対応を要請

○ＵＲ賃貸住宅について、生活困窮者に対する行政窓口の紹介や、滞納家賃の分割支払いの協議など、柔軟な対応を
実施

○対象者：公営住宅・ＵＲ賃貸住宅の入居者・入居希望者（中長期在留者等の外国人を含む。）

※青字をクリックするとＨＰに飛びます

○家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で当該アルバ
イト収入が大幅減少等することにより、大学等での修学の継続が困難になっている方に対する支援

○対象者：大学（大学院を含む。）、短大、高専、専門学校、日本語教育機関の学生（外国人留学生を含む。）

〇令和２年５月～12月において、いずれか１か月の売上高が前年同月比で50％以上減少又は連続する３か月の売上高
が前年同期比で30％以上減少しているテナント事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽
減することを目的とした給付金を支給（法人は最大月額100万円、個人事業者は最大月額50万円を、６か月分支給）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）
に該当するテナント事業者

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

家賃支援給付金
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http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
https://www.ur-net.go.jp/emg/saigai/lrmhph000001ej0n-att/200424_osumainokata.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=31
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［雇用維持・事業継続に係る支援］

［税制措置、支払猶予等］

［資金繰りに係る支援］

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

国税・地方税徴収、厚生年金保険料等の納付の猶予制度の特例
○収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで１年間、徴収・納付猶予できる特例を措置。令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限が到来する国税・地方税・厚生年金保険料等について適用
○対象者：感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等にかかる収入が前年同期比概ね20％以上減少しており、一時に納税（付）することが困難な者（外国人を雇用する企業を含む。）

○厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、事業用家屋及び設備等に係る固定資産税及び都市計画税を事業収入減少の程度に応じてゼロ又は１／２とする税制措置。
○対象者：令和２年２月～10月までの任意の連続する３か月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30％以上減少している者（外国人を雇用する企業を含む。）

持続化給付金

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

中堅・大企業の資金繰り支援
○指定金融機関である日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫が、日本政策金融公庫によるツーステップローンを通じて危機対応業務等を実施
○対象：中堅企業、大企業（外国人を雇用する企業を含む。）

雇用調整助成金の特例措置の拡大

実質無利子・無担保融資
【政府系金融機関等による実質無利子・無担保融資】
○感染症の影響を受けて業況が悪化した中小企業・小規模事業者等に対し、日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス特別貸付、商工組合中央金庫による危機対応融資を実施。これらを利用した事業者のうち、特に売上高が急減した事業
者は、当初３年間実質無利子・無担保の対象となる。

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）
【民間金融機関による実質無利子・無担保・保証料減免融資】
○感染症の影響を受けて業況が悪化した中小企業・小規模事業者等のうち、都道府県等による制度融資においてセーフティネット保証４号・５号、危機関連保証のいずれかを活用した事業者に対し、民間金融機関による実質無利子・無担保・
据置最大５年・保証料減免の融資を実施。融資額4,000万円を上限に、保証料を全期間１／２又はゼロ、金利を当初３年間ゼロとする。

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請
○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（外国人を雇用する企業を含む。）

○売上が前年同月比で50％以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給（法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円）
○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）

○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策②（受入れ機関への支援）
令和２年６月１５日現在

※青字をクリックするとＨＰに飛びます

家賃支援給付金
○令和２年５月～12月において、いずれか１か月の売上高が前年同月比で50％以上減少又は連続する３か月の売上高が前年同期比で30％以上減少しているテナント事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減するこ
とを目的とした給付金を支給（法人は最大月額100万円、個人事業者は最大月額50万円を、６か月分支給）

○対象：中堅企業、中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）に該当するテナント事業者

資本性資金供給
○キャッシュフローが不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化した企業再建に取り組む持続可能な企業に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫等において、長期間元本返済がなく、民間金融機関が自己資本とみなす
ことができる資本性劣後ローンを供給

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在留者等の外国人を含む。）
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https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html
http://www.moj.go.jp/content/001320132.pdf
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
https://www.mof.go.jp/financial_system/fiscal_finance/coronavirus-jigyousya/cronavirus-jigyousya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=8
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=31
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=47
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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について
～迅速かつ効率的なマッチングによる本邦での再就職の実現～

外
国
人
技
能
実
習
機
構

地方公共団体

都道府県福祉人材センター

監
理
団
体

受
入
れ
機
関

○ 介護分野の例

出
入
国
在
留
管
理
庁

出入国在留管理庁において，新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され，実習が継続困難となった技能実習生，特定
技能外国人等の本邦での雇用を維持するため，関係省庁と連携し，特定産業分野における再就職の支援を行うとともに，一定の
要件の下，在留資格「特定活動」を付与し，外国人に対する本邦での雇用維持をパッケージで支援する。技能実習生等が来日で
きず，人材確保に困難を来している分野での就労促進も行う。

出入国在留管理庁は，支援の対象となる技能実習生等の情報を迅速かつ網羅的に把握し，これらの技能実習生等が就労を希
望する特定産業分野に再就職できるよう，各分野の関係機関に情報提供することにより，効率的なマッチングが可能となる。
また，出入国在留管理庁は，外国人在留総合インフォメーションセンター等と連携し，外国人からの各種相談に適切に対応する。

支援の概要

目的

在留資格上の措置

・ 申請人の報酬額が，日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・ 申請人が，特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること

（希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る）
・ 受入れ機関が，申請人を適正に受け入れることが見込まれること（外国人の受入れ実績等）
・ 受入れ機関が，申請人が受入れ機関の業務を通じて必要な技能等を身に付けるよう指導・支援すること
・ 受入れ機関等が，申請人に在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うこと 等

雇用維持支援のイメージ

○ 全分野

○ 農業分野の例

農林水産省

実習が継続困難と
なり，かつ本邦での
再就職を希望する
技能実習生等の情報

農家

介護施設

求人中の
事業者

在留資格 「特定活動（就労可）」
在留期間 最大 １年
令和２年４月２０日から実施

要件

・全国農業協同組合中央会
・日本農業法人協会
・全国農業会議所

監理団体，登録支援機関，

ＪＡ都道府県中央会，ＪＡ等

13
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２ 教育を受ける活動を行わない場合

（１）２０２０年に教育機関を卒業した方が，帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると

認められる場合は，在留資格「特定活動（６か月）」への在留資格変更許可が可能。

⇒ 就労を希望する場合は，資格外活動許可を受けなくとも，１週につき２８時間以内のアルバイト

が認められる。

（２）２０２０年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し，資格外活動の許可を受けて

いる方が，帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合

⇒ 卒業後であっても１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

１ 教育機関において引き続き教育を受ける場合

在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け，引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。

⇒ 現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない

教育機関で教育を受ける場合も更新可能。

⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常２年間の在留が認められるが，これを超えて更新可能。

⇒ 資格外活動許可を受けた場合は，原則として１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

４ 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合（大学，高等専門学校，専修学校専

門課程を卒業した留学生に限る。）

在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け，卒業から１年間就職活動を行うことが可能。

⇒ 通常，就職活動を行う場合は卒業から１年間の在留が認められるが，これを超えて更新可能。

⇒ 資格外活動許可を受けた場合は，原則として１週につき２８時間以内のアルバイトが認められる。

３ 卒業後の就職が決定している場合

要件を満たせば，在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
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新型コロナウイルス関連の情報提供等に対する外国人受入環境整備交付金の活用について（改正） 出入国在留管理庁

出
入
国
在
留
管
理
庁

（
法
務
省
）

都道府県

市区町村

申請

交付

実績
報告

整備
運営

在留手続

雇用

医療

福祉

出産・子育て
・子供の教育

在留外国人等

情報提供

事業スキーム

相談

一元的
相談窓口
（民間事業者
への委託等）

◎ 新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるところ，在留外国人への新型コロナウイルスに関する情報提供や相談対応を多言語
で行うに当たっては，一元的相談窓口を活用することが効果的であると考えられる。

◎ そこで，地方公共団体が設置する一元的相談窓口において，在留外国人に対して新型コロナウイルスに関する情報提供や相談対
応を多言語で行うための臨時に特別な体制を執る場合に要する経費について，令和３年３月末まで，交付限度額を倍増する。

※ 併せて，令和２年度外国人受入環境整備交付金の公募期間を令和２年１２月２８日まで延長します。
※ 本特例措置の対象事業として，本年４月３０日以降に交付決定（変更承認を含む）を受けたものは，地方公共団体負担分について「新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金」の交付対象となります。

従
来
の
対
応

都道府県 1,000万円
市区町村
外国人住民５千人～ 1,000万円
外国人住民１千人～５千人未満 500万円
外国人住民５百人～１千人未満 300万円
外国人住民５百人未満 200万円

※整備費１０/１０，運営費１/２

例：A県

交付額
900万円

限度額
1,000万円

○ 臨時に特別の体制を執った場合に要する経費について
○ 令和３年３月末まで

各団体の交付限度額を倍増（運営費）

例：A県

元の交付額
900万円

新型コロナ対応経費

＝
交付対象経費

新
型
コ
ロ
ナ
対
応

新型コロナ対応
専用回線開設 窓口時間延長

・・・

最大1,100万円

最大100万円
まで変更可能
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新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた方々の生活の建て直しに支障となり得る
法的問題の早期解決の実現に寄与

① 法的トラブルを抱えながら，どこに問い合わせたらよいか分からない。
② 弁護士費用等を支払う経済的な余裕がない。

① 情報提供
法的トラブルの解決に資する法制度情報，
関係機関・団体の相談窓口情報等の提供

② 民事法律扶助
法律相談援助，弁護士費用等の立替え等

法テラスによるサポート

※ 法テラスは，総合法律支援法に基づき，全国において，
法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供を行
う。

○情報発信の充実

○労働問題等に関する
法律相談会の実施

○利用や負担について，
利用者の置かれた
実情に即した対応

支援を浸透
させるため
の 更 な る
周知・広報

効 果

○新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等された技能実習生及び特定技能外国人が，
我が国で継続的に就労できるよう受入れ支援体制を強化する。

○ 外国人材等の相談受付窓口設置や支援，外国人受入環境整備交付金の増額等により，
外国人材の雇用等を下支えする。

目 的

概 要

従前の受入企業

新
た
な受

入
企
業

倒産・解雇

我が国での就労
継続を希望

マッチング支援（イベント・説明会等）

解雇された技能実習生及び特定技能外国人解雇された技能実習生及び特定技能外国人

コールセンター問合せ 問合せ

２９２百万円

１，０７５百万円

新型コロナウイルス感染拡大により困難を抱える外国人材の受入れ支援体制強化

法的トラブル解決に向けた日本司法支援センター（法テラス）による支援の充実

 2 
16

Administrator
四角形
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17

ハローワークにおける外国人労働者に係る相談支援体制等の強化

● 専門相談員による職業相談や、外国人求職者の希望や経験等を踏まえた求人情報の提供など、個々の求職者の状況に

応じ、きめ細やかに対応。

⇒ 職業相談員を増員し、離職を余儀なくされた外国人求職者等の早期再就職に向けた相談支援等を実施

２．外国人求職者に対する相談支援体制

● 外国人雇用状況届出に基づき、事業主に対して、外国人材の適正な雇用管理改善のための指導・援助等を実施。

⇒ 就職支援コーディネーターを増員し、外国人を雇用する事業所に対して、各種助成金の活用等による雇用維持

のための相談支援等を積極的に実施。

１．外国人を雇用する事業主に対する相談支援体制

● ハローワークの職業相談窓口に通訳員を配置するほか、14か国語に対応した電話通訳サービスや多言語音声翻訳機器

の活用により、多言語に対応した相談支援体制を確保。

⇒ 通訳員の増員や多言語音声翻訳機器の追加配付により、多言語相談支援体制を強化。

● 事業主・労働者向けに各種支援等を記載したリーフレットを多言語（14言語）や「やさしい日本語」に翻訳。HP掲

載やSNSによる情報発信等を通じた周知・広報を実施。

⇒ 引き続き、事業主や労働者と接するあらゆる機会を通じて、多言語による積極的な情報発信を実施。

３．多言語相談支援体制・情報発信

外国人を雇用する事業主に対する雇用維持のための相談支援や、外国人求職者に対する相談支援への対応のため、ハローワー
クにおける専門相談員等の配置等を通じ体制を強化するほか、外国人労働者に対し雇用等に係る情報を迅速かつ正確に提供する

ため、多言語での情報発信体制を整備する。

第
１
次
補
正

第
２
次
補
正

● 雇用保険など離職時に必要な手続き等の情報をリーフレット、動画、HP等でわかりやすく周知するなど、外国人求職

者への多言語での情報発信を更に強化。

● 来所が困難な外国人求職者からの相談に対応するため、現在、日本語で対応しているハローワーク・コールセンター

について、多言語に対応するため機能を拡充。

多言語相談支援体制・情報発信について更なる強化

令和２年度第二次補正予算案 １．４億円

厚生労働省支援策



日本政府観光局（JNTO）コールセンターの対応について

JNTOコールセンターにおける新型コロナウイルスに関する対応

○２０１８年に発生した北海道胆振東部地震等では、災害時に訪日外国人旅行者が情報を入手できない事態が発生
日本政府観光局（JNTO）のコールセンターの365日24時間対応等の多言語対応能力を強化することで、災害時に
おける訪日外国人旅行者のニーズに応じた情報を提供できる体制を構築

○３６５日２４時間、英語、中国語、韓国語で訪日外国人旅行者に対し、状況を丁寧に聞き取り、入国に関する問合せ
や国内の感染状況など、新型コロナウイルスに関する問合せに対応

○5/31（日）までにコロナウイルス関連累計で約１万件の相談に対応
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・1月は外国語対応可能な病院の紹介希望、対応・予防法についての相談が主
・2月1日（中国一部地域の滞在歴・パスポート保持者の入国制限措置）以降、水際対策の状況（入国可否やビザ延長）
や訪日旅行予定者による宿泊キャンセルの可否等の質問が増加

・3月以降は入国制限の強化が進み、水際対策の状況（入国可否やビザ延長）についての質問が増加

問合せ内容の傾向

問合せ件数（コロナウイルス関連）

1/31
・WHOが
緊急事態宣言

2/1
・「指定感染症」に指定する

政令が施行
・中国湖北省からの入国を拒否

2/13
・国内で初の死者
・中国湖北省に加え、
浙江省からの入国を拒否

2/28
・北海道が
「緊急事態宣
言」を発出

4/7
・新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言
（７都府県）

4/16
・新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言
（全都道府県）

5/4
・新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言
期間延長

5/14
・新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言区
域を８都道府県へ

5/25
・新型コロナウイル
ス感染症緊急事態宣
言解除

3/11・ＷＨＯが「パンデミック」を表明

18

911717
スタンプ



外国人生活支援ポータルサイト（法務省）

19

（紹介内容）

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る
上陸拒否について

○ 新しいコロナウイルスの病気が収束しない中に
おける災害時の避難について

○ 感染症対策へのご協力をお願いします（チラシ
掲載）

○ 生活支援策のご案内

○ 住居確保給付金のご案内

○ 特別定額給付金（１人１０万円）のご案内

○ 緊急小口資金等の特例貸付について

○ 上下水道料金支払猶予措置の周知について

○ 厚生労働省ホームページ（新型コロナウイルス
感染症について，Ｑ＆Ａなど）

○ 各機関のホームページのご案内

○ 外国人の方向け相談窓口（AMDA)のご案内

○ 働いている又は働く予定の外国人の方へのご
案内

（URL：http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html）

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html


多文化共生ポータルサイト（自治体国際化協会）

20

（紹介内容）

○ 新型コロナウィルスについて
・ 「新型コロナウイルス感染症について」多
言語テンプレート【クレア】
・ 新型コロナウイルス感染症について【厚
生労働省】 等

○ 経済的な支援について

・ 特別定額給付金（新型コロナウイルス感
染症緊急経済対策関連）【総務省】

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により
生活資金でお悩みの皆さまへ【厚生労働
省】 等

○ 在留資格等の手続きについて

・ 新型コロナウイルス関連情報（外国人支
援者向け）【法務省】

・ 新型コロナウイルス感染症に関する情報
について【出入国在留管理庁】

○ その他の情報

・ 新型コロナウイルス多言語情報参考まと
め【ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー
全国協議会】 等

○ 自治体での多言語情報提供事例 （URL：http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114514.php）

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114514.php


都道府県・指定都市等の取組状況（調査結果）

〇 すべての都道府県、指定都市、中核市及び外国人集住都市会議構成団体（１３市町）におい
て、新型コロナウイルス感染症に関して、多言語による「情報提供」と「相談受付」を実施。

新型コロナウイルス感染症に関する
多言語による「情報提供」

新型コロナウイルス感染症に関する
多言語による「相談受付」

（実施方法の例）

○窓口

・多言語相談員による通訳

・タブレット等による３者通訳

・ポケトーク等の自動翻訳機の活用

○電話等

・３者通訳

・メールやSNSによる相談受付

（内容の例）

〇自治体や地域国際化協会等によるHPへの

多言語情報の掲載

〇SNS・メールマガジン等による周知

〇関係機関・省庁の多言語ページのリンク掲載
・法務省「外国人生活支援ポータルサイト」
・クレア「多文化共生ポータルサイト」

〇チラシ作成

※自治体国際化協会調べ・総務省調べ（いずれも令和２年３月）をもとに作成 21



新型コロナウイルス感染症に係る佐賀県国際交流協会の取組

22

○総合相談窓口（さが多文化共生センター）による対面や電話等による相談対応
対面５言語、電話通訳１９言語 実績：38件（令和2年6月11日現在）

○市町の窓口における多言語コールセンター※の活用
※多言語コールセンター：2者通話又は3者通話による通訳サービス。協会が民間に委託。

○感染者療養施設（借り上げホテル）における入退所説明資料の翻訳、多言語コールセン
ターサービス及び自動翻訳機の提供

○特別定額給付金申請書の書き方説明動画作成・DVを受けている方に対する案内作成

○外国人を応援する外国語によるビデオメッセージ作成

○HP、Facebook、LINEによる各種情報提供





東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS)について

令和２年６月２６日

多文化共生の推進に関する研究会

東京都生活文化局都民生活部

多文化共生推進担当課長 齊藤 寛人

資料２



概 要

日本語：東京都外国人新型コロナ生活相談センター （略称 TOCOS トコス）

英語：Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents

＜名称＞

受付時間：平日 10時～17時 ※ 5/4～6のみ祝日も対応

電話番号：0120－296－004 （フリーダイヤル）

＜開設日時・電話番号＞

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、

ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語

＜対応言語（１４言語）＞

＜相談の流れ＞









https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000001452.html
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
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総 行 国 第 ７ ９ 号 

平成１８年３月２７日 

 

各都道府県・指定都市外国人住民施策担当部局長 殿 

 

 

総務省自治行政局国際室長 

 

 

地域における多文化共生推進プランについて 

 
 

外国人登録者数は平成１６年末現在で約２００万人と、この１０年間で約

１．５倍となり、今後のグローバル化の進展及び人口減少傾向を勘案すると、

外国人住民の更なる増加が予想されることから、外国人住民施策は、既に一

部の地方公共団体のみならず、全国的な課題となりつつあります。 

このような中、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め

合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きて

いくような、多文化共生の地域づくりを推し進める必要性が増しています。 

地方公共団体においては、１９８０年代後半から「国際交流」と「国際協

力」を柱として地域の国際化を推進し、旧自治省においても「地方公共団体

における国際交流の在り方に関する指針」（昭和６２年３月自治画第３７号）、

｢国際交流のまちづくりのための指針」（昭和６３年７月１日付け自治画第９

７号）及び「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針」（平成元年２月１

４日付自治画第１７号）を策定し、地方公共団体における外国人の活動しや

すいまちづくりを促したところですが、今後は「地域における多文化共生」

を第３の柱として、地域の国際化を一層推し進めていくことが求められてい

ます。 

このような認識のもと、各都道府県及び市区町村における多文化共生施策の

推進に関する指針・計画の策定に資するため、別紙のとおり「地域における多

文化共生推進プラン」を策定しましたので通知致します。 

貴団体におかれては、地域の実情と特性を踏まえ、「地域における多文化共

生推進プラン」及び平成１８年３月７日に公表された「多文化共生の

推進に関する研究会報告書」http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2

.html）等を参考としつつ、多文化共生の推進に係る指針・計画を策定し、地

域における多文化共生の推進を計画的かつ総合的に実施するようお願いしま

す。 

また、各都道府県におかれては、管内市区町村へ通知の上、この旨周知願い

ます。 

なお、「地域国際交流推進大綱及び自治体国際協力推進大綱における民間団

参考資料 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2.html
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2.html
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060307_2.html
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体の位置づけについて」（平成１２年４月２４日付け自治国第４４号）におい

て、地域国際化におけるＮＰＯ、ＮＧＯ、その他の民間団体の果たす役割の重

要性について指摘したところですが、地域における多文化共生の推進にあたっ

ても同様であり、指針・計画の策定及び施策の推進においては、これら民間団

体との連携・協働に努めて下さい。 

（担当） 

総務省自治行政局国際室  

山崎、田辺、川本、永岩 

TEL：03-5253-5527 

FAX：03-5253-5530 
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地域における多文化共生推進プラン 

 

 

１．地域における多文化共生の意義 

 

地域における多文化共生の意義を例示すれば次のようなものがあるが、指

針・計画（以下、「指針等」という。）においては、各地域における多文化共

生施策の経緯及び現状を整理し、課題及び将来の方向性を含め、各地域にお

ける多文化共生の意義を明確にすること。 

 
(1) 外国人住民の受入れ主体としての地域 

入国した外国人の地域社会への受入れ主体として、行政サービスを提供
する役割を担うのは主として地方公共団体であり、多文化共生施策の担
い手として果たす役割は大きいこと。 

 
(2) 外国人住民の人権保障 

地方公共団体が多文化共生施策を推進することは、「国際人権規約」、
「人種差別撤廃条約」等における外国人の人権尊重の趣旨に合致するこ

と。 
 
(3) 地域の活性化 

世界に開かれた地域社会づくりを推進することによって、地域社会の活
性化がもたらされ、地域産業・経済の振興につながるものであること。 

 
(4) 住民の異文化理解力の向上 

多文化共生のまちづくりを進めることで、地域住民の異文化理解力の向
上や異文化コミュニケーション力に秀でた若い世代の育成を図ることが
可能となること。 

 

(5) ユニバーサルデザインのまちづくり 
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な

関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくよう
な地域づくりの推進は、ユニバーサルデザインの視点からのまちづくり
を推進するものであること。 

 

 

２．地域における多文化共生施策の基本的考え方 
 

地域における多文化共生施策の基本的考え方には次のようなものがある

が、指針等においては、地域の特性、住民の理解、外国人住民の実情・ニー
ズ等を踏まえ、地域に必要な多文化共生施策の基本的な考え方を明確に示す
こと。 
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その際には、特に日本語によるコミュニケーション能力を十分に有しない
外国人住民に配慮すること。 

 
(1) コミュニケーション支援 

特にニューカマーの中には日本語を理解できない人もおり、日本語によ
るコミュニケーションが困難なことによる様々な問題が生じているため、
外国人住民へのコミュニケーションの支援を行うこと。 

 
(2) 生活支援 

外国人住民が地域において生活する上で必要となる基本的な環境が十
分に整っていないことが問題としてあげられるため、生活全般にわたって
の支援策を行うこと。 

 
(3) 多文化共生の地域づくり 

外国人住民が地域社会での交流機会が不足し孤立しがちであることや、
地域社会において日本人住民と外国人住民との間に軋轢が生じることも
少なくないため、地域社会全体の意識啓発や外国人住民の自立を促進する
地域づくりを行うこと。 

 

(4) 多文化共生施策の推進体制の整備 
(1)～(3)の施策を遂行するための体制整備を図るとともに、県、市町村、

地域国際化協会、国際交流協会、ＮＰＯ、ＮＧＯ、その他の民間団体の役
割分担を明確化し、各主体の連携・協働を図ること。 

 
 

３．地域における多文化共生の推進に係る具体的な施策 
 

地域における多文化共生の推進に係る具体的な施策には次のようなもの

があるが、指針等においては、具体的な施策について、推進体制の整備を

含め記述すること。 

 

(1) コミュニケーション支援 

 

① 地域における情報の多言語化 

 

ア．多様な言語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供 

住民に提供される行政サービスや履行しなければならない義務の

内容、地域社会で生活する上で必要となるルールや慣習、地域が主

催するイベント等については、多様な言語・多様なメディアによる

情報提供を行うこと。 

なお、多様な言語による情報の提供に関しては、窓口のみならず

コミュニティ施設や日本語教室等、効果的な流通ルートを確保する



 5 

こと。 

 

イ．外国人住民の生活相談のための窓口の設置、専門家の養成 

外国人住民が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な

問題について相談できるよう、外国人住民の生活相談のための窓口

や情報センターを設置すること。 

 

ウ．ＮＰＯ等との連携による多言語情報の提供 

通訳ボランティアを育成するとともに、外国人住民への支援に取

り組むＮＰＯや外国人の自助組織等と連携の上、多様な言語による

情報提供を推進すること。 

 

エ．地域の外国人住民の相談員等としての活用 

外国人住民が地域生活で抱えている問題は、同じような文化的・

社会的背景を有する外国人住民が一番理解できる立場にあるため、

地域の外国人住民を相談員等として活用すること。 

 

② 日本語及び日本社会に関する学習支援 

 

ア．地域生活開始時におけるオリエンテーションの実施 

外国人登録時等の機会を利用し、外国人が地域住民としての生活を

開始してからできるだけ早い時期にオリエンテーションを実施し、行

政情報や日本社会の習慣等について学習する機会を提供すること。 

 

イ．日本語および日本社会に関する学習機会の提供 

オリエンテーションの実施後も、外国人住民が継続的に日本語お

よび日本社会を学習するための機会の提供を行うこと。 

 

(2) 生活支援 
 

① 居住 

 

ア．情報提供による居住支援、入居差別の解消   

賃貸住宅の仲介を行う不動産業者に関する情報や、日本の住宅に

関する慣習やシステム等に関する情報を、外国人住民へ多様な言語

で提供すること。 

 

イ．住宅入居後のオリエンテーションの実施 

家庭ゴミなどの一般廃棄物の取扱い等、地域における生活ルール

を巡って、外国人住民と日本人住民との間に起こるトラブルは、生
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活習慣の差異に起因する場合が多いことから、地域のルール等を外

国人住民に周知するオリエンテーションの仕組みを、自治会、ＮＰ

Ｏ等と連携して構築すること。 

 

ウ．自治会・町内会等を中心とする取組の推進 

平常時・緊急時を問わず、自治会等が中心となって、ＮＰＯ、Ｎ

ＧＯ、その他の民間団体との連携を図りつつ、地域ぐるみで外国人

住民を支えていくことが重要であるため、自治会等への外国人住民

の加入を促すとともに、外国人住民と自治会等が連絡を取れる仕組

みづくりを推進すること。 

 

エ．外国人住民が集住する団地等における相談窓口の設置 

外国人住民への入居時の生活情報の提供や、生活相談に対応でき

る相談窓口を集住団地内に設置すること。 

 

② 教育 

 

ア．学校入学時の就学案内や就学援助制度の多様な言語による情報提

供 

小中学校の入学や学校生活および就学援助制度、その他日本の学

校制度全般について、入学の前段階から外国人住民が有効に活用で

きるよう、多様な言語で周知すること。 

 

イ．日本語の学習支援 

日本語による学習の効果を高めるために、加配教員の配置など正

規の課程内での対応のほかに、ボランティア団体と連携した学習支

援や母語による学習サポートなど課外での補習を行うこと。 

 

ウ．地域ぐるみの取組 

親子間のコミュニケーションギャップ、さらには、保護者と学校

とのコミュニケーションギャップなどが課題となっており、これら

の課題への対応については、学校のみに対応を委ねるのではなくＮ

ＰＯ、ＮＧＯ、自治会、企業等、地域ぐるみの取組を促進すること。 

 

エ．不就学の子どもへの対応  

学校に通っていない、または学校からドロップアウトした不就学

の子どもの実態を把握した上で、外国人の子どもが未来への希望を

持ち、その力を日本の地域社会においても最大限発揮できるような

教育環境の整備を行い、不就学の子どもに対する取組を講じること。 
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オ．進路指導および就職支援 

外国人生徒の高校・大学進学への進路指導や就職支援に取り組む

こと。 

 

カ．多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

児童生徒を対象として、多文化共生の視点に立った国際理解教育

を推進すること。 

 

キ．外国人学校の法的地位の明確化 

各種学校および準学校法人の認可は都道府県知事の権限とされて

いることから、外国人学校の法的地位の明確化をはかるため、地域

の実情に応じて、各種学校および準学校法人の認可基準の緩和につ

いて検討すること。 

 

ク．幼児教育制度の周知および多文化対応 

保育所とも連携しながら、情報提供に努めるとともに、言語、習

慣面での配慮を行い、外国人の子どもの幼児教育に取り組むこと。 

 

③ 労働環境 

 

ア．ハローワークとの連携による就業支援  

外国人の就業機会を確保するため、地域のハローワークと連携し

て就業支援すること。 

 

イ．商工会議所等との連携による就業環境の改善 

地元の商工会議所などと連携して、地域の企業と協議の場を設け、

社会保険への加入の促進等、外国人労働者の就業環境の改善を促す

とともに、地域の企業に対しては、地域社会の構成員として、社会

的責任を有していることが理解されるよう、啓発を行うこと。 

 

ウ．外国人住民の起業支援 

起業意欲のある外国人労働者が、地域経済の特徴や外国人の発想

を活かした企業家として地域で活躍できるように、情報提供等、外

国人住民の起業支援を行うこと。 

 

④ 医療・保健・福祉 

 

ア．外国語対応可能な病院・薬局に関する情報提供 

地域に外国語対応が可能な病院や薬局がある場合には、広報誌等

において外国人住民への積極的な情報提供を行うこと。 
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イ．医療問診票の多様な言語による表記 

診療時の医療問診票等を多言語表記とし、外国人住民が診療時に

安心して医療を受診できるようにすること。 

 

ウ．広域的な医療通訳者派遣システムの構築 

広域的な医療通訳者派遣システムを構築し、外国人住民にかかわ

る医療通訳者のニーズと、広域に存在する医療通訳者にかかわる人

的資源の効果的なマッチングを図ること。 

 

エ．健康診断や健康相談の実施 

外国人が多数居住する地域の健康診断や健康相談の実施に際して、

医療通訳者等を配置することとし、開催にあたっては多様な言語に

よる広報を行うこと。 

 

オ．母子保健および保育における対応 

多様な言語による母子手帳の交付や助産制度の紹介、両親学級の

開催などを行うとともに、多様な言語による情報提供や保育での多

文化対応を通して、保育を必要とする世帯への支援策を講じること。 

 

カ．高齢者・障害者への対応 

介護制度の紹介やケアプラン作成時の通訳者派遣など、多様な言

語による対応や文化的な配慮が求められる場合があることから、そ

の対応方策を検討すること。 

 

⑤ 防災 

 

ア．災害等への対応 

平常時から外国人住民に対する防災教育・訓練や防災情報の提供

を行うとともに、緊急時の対応として、特に、多様な言語による各

種気象警報の伝達や避難誘導の他、避難所における外国人住民の支

援方策などを行うこと。 

また、これらの外国人住民向け防災対策を各地方公共団体の地域

防災計画に明確に位置づけた上で、大規模災害発生時に外国人被災

者への対応を専門とする支援班を災害対策本部に設置すること。 

 

イ．緊急時の外国人住民の所在把握 

災害弱者の所在情報の把握は、防災対策を行う上で不可欠である

ため、外国人の所在情報について平常時から的確に把握しておくこ

と。 
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ウ．災害時の通訳ボランティアの育成・支援、連携・協働 

地方公共団体における防災部門と外国人住民施策担当部門の連

携をはじめとして、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地域の自主防災組織など、多

様な民間主体との連携・協働を図ること。 

 

エ．大規模災害時に備えた広域応援協定 

東海地震や東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模震災が発

生すると、被災地以外の地域からの多数の通訳ボランティアが必要

となることや、少数言語への対応の必要等を勘案し、地域国際化協

会、ＮＰＯ、ＮＧＯ、その他の民間団体も含め、地方公共団体の枠

を超えた広域の応援協定を策定すること。 

 

オ．災害時の外国人への情報伝達手段の多言語化、多様なメディアとの

連携 

災害発生時や事前の防災対策において、あらかじめ災害時に役立

つ外国語表示シート等を準備するほか、ラジオ・テレビ等の既存メ

ディアのデジタル化による多言語化や、ＩＣＴの活用、エスニック・

メディアの活用など、多様なメディアとの連携の可能性を検討する

こと。 

 

⑥ その他 

 

ア．より専門性の高い相談体制の整備と人材育成 

近時は法律や医療等の各分野における通訳相談業務の内容が高度

化する傾向にあることから、各分野について、より専門性の高い相談

体制を整備すること。 

 

イ．留学生支援 

留学生の中には、地域のまちづくりに参画する者や、定住して日本

企業に就職したり起業したりする者も増えている。日本の大学を卒業

した外国人は日本語能力に優れ、日本社会の理解も深く、多文化共生

の地域づくりのキーパーソンとなる可能性を秘めているので、このよ

うな観点からの留学生支援を行うこと。 

 

(3) 多文化共生の地域づくり 
 

① 地域社会に対する意識啓発 

 

ア．地域住民等に対する多文化共生の啓発 

日本人住民が外国人住民と共生していくために、住民や企業、ＮＰ
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Ｏ等を対象に、多文化共生の地域づくりについて啓発を行うこと。 

 

イ．多文化共生の拠点づくり 

学校、図書館、公民館等において、地域と連携しながら、多文化共

生の拠点として、教職員、保護者、そして地域住民に向けた啓発活動

を行うこと。 

 

ウ．多文化共生をテーマにした交流イベントの開催 

外国人住民の母国の文化や日本の文化等を紹介する交流イベント

を開催し、地域住民が交流する機会をもうけること。 

 

② 外国人住民の自立と社会参画 

 

ア．キーパーソン・ネットワーク・自助組織等の支援 

外国人住民が、地域住民として主体的に地域で活動できるよう、地

域の外国人コミュニティのキーパーソンとなるような人物や外国人

住民のネットワーク、そして外国人住民の自助組織の支援を行うこと。 

 

イ．外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入 

審議会や委員会などの会議への外国人住民の参加を促進し、地方公

共団体の施策に外国人住民の意見を広く反映させる仕組みを構築す

ること。 

 

ウ．外国人住民の地域社会への参画 

地域の実情に応じて適切な自立支援体制を整備すると同時に、外国

人住民の地域社会（自治会、商店街、ＰＴＡなど）への参画を促進す

ること。 

 

エ．地域社会に貢献する外国人住民の表彰制度 

外国人住民の中には、様々な形で地域社会の構成員として活躍し、

地元社会に貢献している人々もいることから、そのような活動を評価

し、表彰すること。 

 

(4) 多文化共生の推進体制の整備 
 

① 多文化共生の推進を所管とする担当部署の設置や庁内の横断的な連

携 

地域の実情に応じて多文化共生の推進を所管とする担当部署を庁内

に設置することや、外国人住民施策担当部局が中心となって、横断的

な連絡調整を行い、各部局の連携が図られるようにすること。 
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② 地域における各主体の役割分担と連携・協働 

 

【市区町村の役割】 

 

ア．市区町村の役割 

市区町村においては、地域の実情を踏まえつつ、また、都道府県と

の役割分担を明確にしながら、区域内における多文化共生の推進に関

する指針・計画を策定した上で、外国人住民を直接支援する主体とし

ての取組を行うこと。 

 

イ．各主体の連携・協働  

市区町村の外国人住民施策担当部局および国際交流協会が中心的

な役割を担い、市区町村レベルでどのようなリソースが存在している

かについて情報共有した上で、関係するＮＰＯ、ＮＧＯその他の民間

団体が連携・協働を図るための協議の場を設けること。 

 

 

【都道府県の役割】 

 

ア．都道府県の役割 

都道府県レベルにおける多文化共生の推進に関する指針・計画を

策定し、市区町村レベルの対応を促進すること。 

その際、広域の地方公共団体として、市区町村との役割分担を明

確にしつつ、市区町村との情報共有の上、通訳者などの専門的人材

育成やモデル事業の実施などの取組を推進すること。 

 

イ．各主体の連携・協働 

都道府県の外国人住民施策担当部局および国際交流協会が中心的

な役割を担い、都道府県レベルでどのようなリソースが存在してい

るかについて情報共有した上で、関係するＮＰＯ、ＮＧＯその他の

民間団体が連携・協働を図るための協議の場を設けること。 

 

 

 

 

 




